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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部電源入力を受けて所定の電子機器に電力を供給する電源回路と、
　前記外部電源入力から得られる電力エネルギを蓄えると共に、前記電源回路への前記外
部電源入力が途絶えたときで前記電子機器が駆動状態のとき該電源回路に代わって前記電
子機器に電力を供給する二次電池と、
　前記外部電源入力から得られる電力、または前記二次電池から得られる電力を受けて動
作して該二次電池に対する充電を制御すると共に、前記二次電池から前記電子機器への電
力供給を制御する制御手段と、
　前記電源回路への前記外部電源入力が途絶えたとき前記電子機器と前記制御手段の一方
または両方に対して電源遮断信号を出力する電源遮断検出部と、
　前記電源遮断信号の発生タイミングから一定時間後、または前記電子機器からシャット
ダウン信号が与えられてから一定時間後に前記制御手段への電力供給を停止させるタイマ
ー手段とを具備し、
　前記制御手段は、前記一定時間内であれば前記二次電池の状態としての残容量を記憶し
、前記一定時間の経過後であれば信頼性が乏しいとして前記二次電池の状態としての残容
量を記憶しないと共に、
　　前記電源遮断信号の発生後、前記一定時間内に前記外部電源入力が再度加えられた際
、記憶した前記二次電池の状態としての残容量の情報に従って前記二次電池に対する充電
制御を再開し、前記電源遮断信号の発生後から一定時間経過後に前記外部電源入力が再度



(2) JP 4111890 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

加えられた際、前記二次電池の状態としての残容量を検出し直して該二次電池に対する充
電制御を開始するものであることを特徴とする無停電電源装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記電子機器からシャットダウン信号が与えられたとき、または前記
電源遮断信号を受けた前記電子機器が所定の処理を完了するまでの時間を見込んで前記二
次電池から前記電子機器への電力供給を停止させるものである請求項１に記載の無停電電
源装置。
【請求項３】
　前記電源遮断信号の発生後から一定時間経過後に前記外部電源入力が再度加えられた際
、電池電圧から残容量を求めることにより、前記二次電池の状態としての残容量を検出し
直して該二次電池に対する充電制御を開始するものである請求項１に記載の無停電電源装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力源の停電からコンピュータ等の電子機器を効果的にバックアップするこ
とができ、しかもその省電力化を図ることのできる無停電電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力源として商用電源（交流）を用いたパーソナルコンピュータやサーバ等の電子機器
においては、その動作（稼動）中に瞬時停電等が発生すると、処理動作自体にエラーが生
じたり、貴重な処理データが損なわれる等の不具合が発生する。そこでこの種の電子機器
の電源系に二次電池を備えた無停電電源装置を設け、商用電源の停電時には上記二次電池
から電子機器に対して電力を供給することで該電子機器の処理動作を保証し、またその処
理データを保護することが種々試みられている（例えば特許文献１,２を参照）。
【０００３】
　ちなみにこの種の無停電電源装置は、商用電源から得られる電力エネルギにて二次電池
を充電しておき、停電時には上記二次電池に蓄積した電力エネルギを電子機器に供給（放
電）することで、該電子機器が動作するに必要な電力をバックアップするように構成され
る。また二次電池に蓄積した電力エネルギの無駄な消費を防ぐべく、例えば電子機器がデ
ータ保存等の所定の処理を実行して停止するまでの期間に亘って電力を供給した後、その
動作を停止するように無停電電源装置を構成することもある。
【特許文献１】特開２００２－２７６８３号公報
【特許文献２】特開２００２－２５８９９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで上述したようにバックアップ期間の経過後に無停電電源装置の動作を停止させ
ると、二次電池の状態監視機能も停止するので該二次電池の充電状態をモニタすることも
できなくなる。そこで無停電電源装置の動作停止時に、例えば二次電池の状態（電池電圧
や残容量等）を示す情報を、ＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリ等の不揮発性記憶装置を用
いて保存することが考えられている。しかしこの種の不揮発性記憶装置へのデータの書き
込みには時間が掛かることが否めない。しかも無停電電源装置を長期間（例えば数ヶ月以
上）に亘って起動しなかった場合、二次電池の自己放電によって前記不揮発性記憶装置に
記憶された二次電池の状態と、実際の二次電池の状態とが大きく異なってしまう。
【０００５】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、二次電池に蓄えられ
た電力エネルギの無駄な消費を抑えながら、外部電源入力が途絶えたときから再度外部電
源入力が加えられた際、二次電池に対する充電制御を円滑に再開することのできる無停電
電源装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するべく本発明に係る無停電電源装置は、商用電源等の外部電源入
力を受けて所定の電子機器に電力を供給する電源回路と、前記外部電源入力から得られる
電力エネルギを蓄える（充電する）と共に、前記電源回路への前記外部電源入力が途絶え
たときに該電源回路に代わって前記電子機器に電力を供給する（放電する）二次電池とを
備えたものであって、
　前記外部電源入力から得られる電力、または前記二次電池から得られる電力を受けて動
作する電子回路であって、前記二次電池の充電状態（例えば電池電圧や電池温度、充放電
電流等）に応じて該二次電池に対する充電を制御すると共に、前記二次電池から前記電子
機器への電力供給を制御する制御手段（充電制御機能およびバックアップ制御機能）と、
前記電源回路への前記外部電源入力が途絶えたとき、前記電子機器と前記制御手段の一方
または両方に対して電源遮断信号を出力する電源遮断検出部と、前記電源遮断信号の発生
タイミングから一定時間後、または前記電子機器からシャットダウン信号が与えられてか
ら一定時間後に前記制御手段への電力供給を停止させるタイマー手段（動作制御機能）と
を備えたことを特徴としている。そして前記制御手段においては、前記一定時間内であれ
ば前記二次電池の状態を記憶し、前記一定時間の経過後であれば信頼性が乏しいとして前
記二次電池の状態を記憶しないようにしたことを特徴としている。
【０００７】
　ちなみに前記制御手段については、前記電子機器からシャットダウン信号が与えられた
とき、または前記電源遮断信号を受けた前記電子機器が所定の処理を完了するまでの時間
を見込んで前記二次電池から前記電子機器への電力供給を停止させ、これによって前記二
次電池に蓄積した電力エネルギの無駄な消費を防ぐ役割を担うものとして構成することが
望ましい。
【０００８】
　また前記制御手段においては、前記電源遮断信号の発生後、前記一定時間内に前記外部
電源入力が再度加えられた際には、記憶した前記二次電池の状態の情報に従って前記二次
電池に対する充電制御を再開するようにし、また前記電源遮断信号の発生後から一定時間
経過後に前記外部電源入力が再度加えられた際には、前記二次電池の状態を検出し直して
該二次電池に対する充電制御を開始するように構成することが望ましい。このとき、電池
電圧から残容量を求めて、前記二次電池の状態を検出し直す。
　二次電池の状態として、残容量を用いる。
【発明の効果】
【０００９】
　このように構成された無停電電源装置によれば、電子機器に対して二次電池からバック
アップ用の電力を所定期間に亘って供給するだけであり、また電源遮断信号の発生タイミ
ングから一定時間後、或いは前記電子機器からシャットダウン信号が与えられてから一定
時間後に前記制御手段への電力供給を停止させるので、二次電池に蓄えられた電力エネル
ギの無駄な消費を効果的に抑えることができる。
【００１０】
　また制御手段に対しては一定時間に亘って電力が供給されているので、該制御手段に不
揮発性記憶装置を組み込まなくても、例えば制御手段への電力供給を停止させる前に外部
電源入力が加えられて無停電電源装置が再起動される場合には、前記制御手段が取得して
いる二次電池の状態を示す情報に従って速やかに該二次電池に対する充電制御を開始する
ことができる。そして制御手段に対する電力供給を停止させた後に外部電源入力が加えら
れて無停電電源装置が再起動された場合にだけ、制御手段に二次電池の状態を示す情報が
失われているので、二次電池の状態を改めて検出して二次電池に対する充電制御を開始す
れば良い。従って信頼性のない情報に従って充電制御を実行するような不具合を招来する
ことがない。
【００１１】
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　ちなみに前記制御手段への電力供給を停止させるまでの期間については、例えば月曜日
の朝に無停電電源装置のスイッチを投入し、金曜日の夕方にスイッチを切るような操作を
定期的に繰り返して行うような場合、７０時間程度として設定しておけば十分である。こ
のような定常的な供し時間を見込んだ時間を設定しておけば、無停電電源装置を起動する
都度、二次電池の状態を検出すると言う煩わしさをなくすことができ、停止時の情報をそ
のまま活用して二次電池を充電制御することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態に係る無停電電源装置について説明する。
　図１はこの実施形態に係る無停電電源装置の要部概略構成図で、１はこの無停電電源装
置がバックアップ対象とするコンピュータ等の電子機器（負荷）である。無停電電源装置
は、基本的には外部電源入力である商用電源（交流）を所定の直流電圧Ｖａに変換して電
子機器１に電力供給する電源回路２と、通常時に上記商用電源の電力エネルギを蓄積（充
電）すると共に、前記商用電源の遮断時には蓄積した電力エネルギを前記電子機器１に供
給（放電）する二次電池（ＢＡＴ）３とを備える。また無停電電源装置は、前記商用電源
の停電または手動スイッチＡの操作による遮断を検出して電源遮断信号を発生し、この遮
断信号を制御回路１０に与える電源遮断検出回路（電源遮断検出部）４を備える。
【００１３】
　電源回路２は、インバータ回路等によって構成されるＡＣ／ＤＣ変換器からなり、この
電源回路２にて生成された直流電力（直流電圧）ＶａはダイオードＤ１を順方向に介して
電子機器１に供給される。またＮi-ＭＨ電池やＬiイオン電池等からなる二次電池３は、
上記電源回路２にて生成された直流電力をＭＯＳ-ＦＥＴ等からなる充電制御用のスイッ
チ素子５を介して入力して充電し、これを電力エネルギとして蓄える。そしてこの二次電
池３に蓄えられた電力エネルギ（直流電圧）Ｖｂは、後述する出力制御用のスイッチ１１
からダイオードＤ２を順方向に介して前記電子機器２に出力されるようになっている。
【００１４】
　尚、二次電池３にはシャント抵抗６が直列に接続されており、このシャント抵抗６を介
して二次電池３の充放電電流Ｉが検出されるようになっている。また二次電池３の近傍に
はサーミスタ等の温度センサ７が設けられており、この温度センサ７を介して二次電池３
の電池温度Ｔが検出されるようになっている。この充放電電流Ｉおよび電池温度Ｔは、二
次電池３の電池電圧Ｖと共に、後述する二次電池３の充電状態を示す情報としてその充電
制御に用いられる。
【００１５】
　さて二次電池３の電池電圧や残容量等の充電状態に応じて該二次電池３に対する充電を
制御すると共に、前記二次電池３から前記電子機器１への電力供給を制御する制御回路（
制御手段）１０は、前記電源回路２が生成した直流電力（直流電圧）ＶａをダイオードＤ
３を介して入力し、或いは前記二次電池３に蓄えられた直流電力エネルギ（直流電圧）Ｖ
ｂをダイオードＤ４を介して入力し、これを電力源として動作する。特にこの制御回路１
０は、電源制御部１２によりオン・オフ制御される内部電源スイッチ１３を介して前記電
源回路２または二次電池３からの直流電力Ｖａ,Ｖｂを内部電源回路１４に入力し、この
内部電源回路１４にて該制御回路１０の作動に必要な内部電源電圧Ｖｃを生成して動作す
る。
【００１６】
　この制御回路１０は、前述した二次電池３の電池電圧Ｖ、充放電電流Ｉおよび電池温度
Ｔを検出した該二次電池３の電池状態を監視する電池状態監視部１５と、この電池状態監
視部１５による監視結果に従って前記充電制御用のスイッチ素子５をオン・オフして前記
二次電池３に対する充電を制御する充電制御部１６とを備える。この充電制御部１６は、
電池電圧Ｖの変化や電池温度Ｔの変化等に従って二次電池３の満充電状態を判定して二次
電池３の過充電を防止したり、或いは電池電圧Ｖとその充放電電流Ｉ等から求められる二
次電池３の充電容量（残容量）に応じて該二次電池３に対する充電を実行することで、そ
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の過放電を防止しながら二次電池３の充電容量を一定値以上に保つ等の役割を担う。
【００１７】
　尚、この二次電池３に対する充電制御については、従来より種々提唱されている一般的
な手法を適宜採用すれば良い。またこの実施形態においては、電池状態監視部１５はシャ
ント抵抗６に発生する電圧を図示しない内部メモリに記憶し、更に一定時間毎に電池温度
Ｔやその周囲温度を検出して、その温度分布等を上記内部メモリに記憶している。更に電
池状態監視部１５においては、電池電圧異常、電池温度異常、充放電電流異常、電源温度
異常等の異常状態を検出し、これをアラーム情報として記憶するものとなっている。これ
らの内部メモリに記憶された情報は、電池状態監視情報として図示しない表示部に表示さ
れる。
【００１８】
　ちなみに本実施形態においては、無停電電源装置、およびコンピュータである電子機器
１の停止や停電の形態については、下記の(ａ)(ｂ)(ｃ)を想定している。
(ａ)  電子機器１がオン状態で、停電が発生した場合
(ｂ)  電子機器がオン状態で、手動スイッチＡをオフにする場合
(ｃ)  電子機器１をオフにしてから、手動スイッチＡをオフにする場合
　そこで上記(ａ),(ｂ)のケースについて以下に説明する。
【００１９】
　さて基本的には上述した機能を備えて構成される本発明の無停電電源装置が特徴とする
ところは、前述した制御回路１０が、電源遮断検出回路４から遮断信号を入力し、前記電
子機器１から与えられるシャットダウン信号を入力して前記出力制御用のスイッチ１１の
作動を制御するシャットダウン検出回路１７と、上記シャットダウン信号を入力して作動
するタイマー回路１８とを備える点にある。シャットダウン検出回路１７は、電源遮断信
号検出回路４から遮断信号および電子機器１からシャットダウン信号が与えられたとき、
電子機器１は正常終了（オフ）状態であるので、出力制御用のスイッチ１１を遮断するこ
とで前記二次電池３から電子機器１への電力供給を停止させる役割を担う。つまり外部電
源入力が遮断されて、電子機器１が所定の終了処理を完了するまで、出力制御用スイッチ
１１が閉状態であるので、電子機器１に二次電池３から電力が供給されることになる。
【００２０】
　ちなみにコンピュータ等の電子機器１は、それ自身の電源スイッチ（図示せず）をオフ
する際、或いは前述した電源遮断信号が与えられた際、その内部に展開したプログラムや
データを保存（セーブ）する等の所定の終了処理動作を実行した後、シャットダウン信号
を出力して動作停止する。前記シャットダウン検出回路１７は、このシャットダウン信号
の入力を検出することで電子機器１の動作終了を確認し、この時点で前記出力制御用スイ
ッチ１１を初めて遮断する。
【００２１】
　このような出力制御用スイッチ１１の制御により、例えば前述した商用電源が不本意に
停電したとき、或いは手動スイッチＡをオアにする場合、電子機器１が所定の終了処理動
作を実行し終えるまでの間、該電子機器１に対して二次電池３からバックアップ電源が確
実に供給されることになる。
　また電子機器１の電源をオフした場合には、該電子機器１が所定の終了処理動作を実行
し終えるまでの期間だけ二次電池３によるバックアップ態勢が維持され、上記期間を経過
した後には二次電池３によるバックアップ機能が切り離される。そして出力制御用スイッ
チ１１の遮断により、電子機器１が動作停止している期間にわざわざ該電子機器１に対し
て二次電池３からの電力供給を遮断することで、二次電池３に蓄積された電力エネルギが
電子機器１の待機動作等によって無駄に消費されると言う不具合を防止するものとなって
いる。
【００２２】
　尚、ここでは電子機器１から与えられるシャットダウン信号を検出して出力制御用スイ
ッチ１１を制御するものとして説明したが、例えば前述した電源遮断信号が発せられてか
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ら、前記電子機器１が所定の終了処理動作を実行して動作停止するまでの時間を見込んで
制御回路１０側において独立に出力制御用スイッチ１１を制御するように構成することも
可能である。この場合には、出力制御用スイッチ１１を遮断するまでの時間を、バックア
ップ対象とする電子機器１の仕様等に応じて調整可能にしておくことが望ましい。
【００２３】
　一方、前記タイマー回路１８は、遮断信号またはシャットダウン信号を受けた時点から
一定時間を計時し、一定時間経過後に前記電源制御部１２に対して内部動作停止信号を出
力している。このタイマー回路１８により計時される時間は、前述した電子機器１が所定
の終了処理動作を実行するに要する時間よりも十分長いもので、例えば７０時間程度とし
て設定される。このような時間を経て発生する内部動作停止信号により、前記電源制御部
１２は前述した内部電源スイッチ１３を遮断し、内部電源回路１４への電力供給を遮断す
る。この結果、前述した電池状態監視回路１５等への電力供給が絶たれ、電源制御部１２
を除く制御回路１０全体が動作停止する。そして二次電池３に蓄積された電力エネルギの
前記制御回路１０による無駄な消費が停止される。
【００２４】
　尚、前記電源制御部１２には、電源回路２または二次電池３から定常的に電源が供給さ
れており、制御回路１０が動作停止している際にも、この電源制御回路１２だけが動作す
るようになっている。そして商用電源が停電から復旧したり、手動スイッチＡをオンする
等して前記電源回路２または二次電池３から電子機器１に対して所定の直流電力が供給さ
れたとき、電源制御部１２はこれを検出して内部電源スイッチ１３を導通させ、内部電源
回路１４に電力を供給することで制御回路１０の全体を起動する。
【００２５】
　かくして上述した如く構成された無停電電源装置によれば、図２および図３にその動作
タイミングをそれぞれ示すように、タイミングｔ１において外部電源入力（商用電源）が
途絶えると、或いは電源スイッチがオフされると、これを検出して電源遮断信号が発せら
れる。これと同時に二次電池３から電子機器１への電力供給が開始され、電子機器１の動
作がバックアップされる。そしてこの電源遮断信号が出力されてから一定時間（例えば３
分）後のタイミングｔ２においてシャットダウン信号が発せられ、これを受けて出力制御
用スイッチ１１が遮断されて二次電池３から電子機器１へのバックアップ電源の供給が停
止される。
【００２６】
　しかる後、外部電源入力（商用電源）が復旧することなくタイマー回路１８によって所
定時間が計時されると（タイミングｔ３）、図２に示すようにタイマー出力（内部動作停
止信号）が発せられて制御回路１０における内部電源Ｖｃの出力が停止し、タイミングｔ
３以降における制御回路１０の動作が停止する。その後、タイミングｔ４において外部電
源入力（商用電源）が復旧すると、これを受けて電子機器１への電力供給が開始され、二
次電池３への充電も再開される。
【００２７】
　この場合、タイミングｔ３～ｔ４の期間に亘って制御回路１０への電源供給が停止して
いたので、それまでに電池状態監視回路１５が取得していた二次電池３の充電状態や電池
状態に関する情報は消失している。そして制御回路１０は、タイミングｔ４において再起
動されることになるので、その初期動作として二次電池３の残容量等の電池状態を検出す
る処理を実行し、新たに検出した情報に基づいて二次電池３に対する充電制御を実行する
。具体的には二次電池３の残容量の情報は、二次電池３の電圧を測定すれば、この電圧よ
り概算の残容量を得ることができる。またこの電池電圧と電池温度とを測定し、予め得ら
れている電池電圧と電池温度との関係より、概算の残容量を得ることもできる。そして、
その後の充電により二次電池３が満充電となったとき、その残容量を１００％とすれば良
い。
【００２８】
　これに対して図３に示すようにタイマー回路１８によって所定時間が計時される以前に
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（タイミングｔ５）外部電源入力（商用電源）が復旧した場合、或いは電源スイッチが逗
留された場合には、これによって電子機器１への電力供給が再開されてタイマー回路１８
がリセットされる。この結果、タイマー出力（内部動作停止信号）が発せられることがな
く、制御回路１０は継続的に内部電源Ｖｃの供給を受けて動作する。即ち、制御回路１０
が動作停止することはなく、前述した如く検出された二次電池３の電池状態や充電状態を
示す情報がそのまま保存される。そして外部電源入力（商用電源）が復旧したタイミング
ｔ５において、制御回路１０は保存していた二次電池３の電池状態や充電状態を示す情報
に従って該二次電池３に対する充電制御を再開する。この場合、二次電池３の電池温度等
に基づいて自己放電等による残容量を補正した上で、充電制御を再開することも勿論可能
である。従って今まで検出していた二次電池３の電池状態や充電状態を示す情報をそのま
ま活用して該二次電池３の充電を制御することが可能となる。
【００２９】
　かくして上述した無停電電源装置によれば、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性記憶装置を用い
ることなく、簡易に、しかも効果的に二次電池３の充電を制御することができ、また電子
機器１および無停電電源装置を長期間に亘って停止させる場合や、停電状態が長期間に及
ぶような場合には、制御回路１０での無駄な電力消費を効果的に抑えることができる。ま
た停電時間等に応じて二次電池３の残容量を予測する必要もなく、停電（休止）期間が長
い場合には、改めて二次電池３の電池状態や充電状態を検出し直すので、信頼性の乏しい
過去のデータに左右されることなく、その充電制御を的確に実行することができる等の効
果が奏せられる。
【００３０】
　尚、上述の(ｃ)の場合のように、電子機器１を手動でオフにし、手動スイッチＡをオフ
するときは、電源遮断検出回路４からの遮断信号がシャットダウン検出回路１７に入力さ
れると共に、制御回路１０は、既に終了状態の電子機器１よりシャットダウン信号（また
はこれに対応する信号）を得ているので、上述した(ａ)および(ｂ)の場合と同様にスイッ
チ１１を遮断する共にタイマー回路１８による計時を開始させれば良い。この後の動作は
、上述した(ａ)および(ｂ)の場合と同様であるので、その説明は省略する。
【００３１】
　尚、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。上述した実施形態において
は、タイマー回路１８にて所定時間を計時した後には制御回路１０の機能を停止させ、そ
の後、停電が復旧したときや電源スイッチが投入されたとき、再度、二次電池３の電池状
態を求め直すものとしている。この場合、二次電池３に十分なる残容量が残っていること
もあるので、例えば電池電圧と残容量との関係を、その放電開始時の容量や温度に関係付
けてテーブル化したり、或いは計算式として求めておき、復電時（停電復旧時）に求めら
れる電池電圧Ｖからその残容量を求めて二次電池３の充電制御を行うようにしても良い。
この場合、満充電が検出されたときの電池残容量を１００％として設定しておけば、その
後の残容量計算を正確に行うことが可能となる。
【００３２】
　また実施形態においてはシャントダウン信号を受けてタイマー回路１８をスタートさせ
たが、電源遮断信号の発生タイミングを基準としてタイマー回路１８をスタートさせるよ
うに構成することも可能である。更には前述した各種のアラーム情報については、停電発
生時やシャントダウン信号発生時、或いはタイマー回路１８による制御回路１０の動作停
止直前等に不揮発性記憶装置に書き込み、これを履歴として保存するようにすることも有
用である。また電子機器１のバックアップ動作に要する時間を見込んで、前述したシャン
トダウン信号を制御回路１０において内部的に発生させるようにしても良い。その他、本
発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に係る無停電電源装置の要部概略構成図。
【図２】図１に示す無停電電源装置における停電時間が長い場合の動作タイミングを示す
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図。
【図３】図１に示す無停電電源装置における停電時間が短い場合の動作タイミングを示す
図。
【符号の説明】
【００３４】
　１　電子機器（コンピュータ）
　２　電源回路
　３　二次電池
　４　電源遮断検出回路
　５　充電制御用スイッチ素子
　１０　制御回路
　１１　出力制御用スイッチ
　１２　電源制御部
　１３　内部電源スイッチ
　１４　内部電源回路
　１５　電池状態監視部
　１６　充電制御部
　１７　シャットダウン検出回路
　１８　タイマー回路

【図１】 【図２】

【図３】
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